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監 査 対 象 団 体 

（監査対象団体を所管する県の部局） 
監査実施年月日  監査結果公表年月日 

公益財団法人岡山県育英会 

（教育庁） 
令和５年１月16日 令和５年３月24日 

監査の結果（指摘事項） 

 令和３年度末の奨学金未収償還金が、前年度末に比べ約1,396万円減少し、 

319,250,346円となっている。 

措置の状況     

当育英会では、近年特に取組を強化している口座振替不能者及び当年分払込用紙に

よる返還者で未納になっている者に対しての迅速な電話督促や、過年分滞納者のうち既

に最終返還期限を迎えている者に対する電話・訪問督促の継続により、令和４年度決算

では、昨年に引き続き前年度末に比べ未収償還金を減少することができた。 

引き続き長期滞納者に対しては、効果が上がっている取組である分割返還申請書の

提出を求め、計画的な返還を行う意識づけを続ける。また、悪質な長期滞納者について

は、積極的に早期の段階から法的措置を講じる他、弁護士法人へ債権管理・回収等を委

託する。その他、コンビニ収納等の返還しやすい環境について周知を図り、利用促進を

促すことで返還率向上を図ることとする。 
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